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(57)【要約】
【課題】頭上シャワーヘッドの真下において安定した姿
勢で且つ両手をフリーにした状態で頭上からシャワーを
浴びることを可能とする。
【解決手段】シャワー浴装置本体１と、入浴者が座るた
めの座部２と、前記座部２に座った入浴者の頭部に上方
からシャワー水を噴出するための頭上シャワーヘッド３
とを有する。
【選択図】図１



(2) JP 2012-170596 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャワー浴装置本体と、入浴者が座るための座部と、前記座部に座った入浴者の頭部に
上方からシャワー水を噴出するための頭上シャワーヘッドとを有することを特徴とするシ
ャワー浴装置。
【請求項２】
　手で持って移動可能なハンドシャワーヘッドを備え、前記頭上シャワーヘッド側への給
水と前記ハンドシャワーヘッド側への給水とを切り換えるシャワー用切換弁を設けること
を特徴とする請求項１記載のシャワー浴装置。
【請求項３】
　前記シャワー用切換弁は、前記ハンドシャワーヘッド側への給水と前記頭上シャワーヘ
ッド側への給水の切換えに加え、前記ハンドシャワーヘッド側及び前記頭上シャワーヘッ
ド側のいずれにも給水されない時に前記ハンドシャワーヘッド側と頭上シャワーヘッド側
とが連通するように切換え自在であることを特徴とする請求項２記載のシャワー浴装置。
【請求項４】
　前記座部が収納自在となり、前記座部を収納した状態で、頭上シャワーヘッドの下方に
入浴者が起立できるように前記座部の収納位置が定めてあることを特徴とする請求項１乃
至請求項３のいずれか一項に記載のシャワー浴装置。
【請求項５】
　入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルを設けることを特徴とする請求項１乃至請
求項４のいずれか一項に記載のシャワー浴装置。
【請求項６】
　入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルを設け、給水路の下流側を、流路切換弁を
介して前記ハンドシャワーヘッド側と、前記頭上シャワーヘッド側と、前記入浴者に噴霧
水を噴霧するための噴霧ノズルに給水するための噴霧側給水路とに分岐し、前記流路切換
弁で、前記給水路と前記噴霧側給水路を連通する状態、前記給水路と前記ハンドシャワー
ヘッド側とが連通する状態、前記給水路と前記頭上シャワーヘッド側とが連通する状態、
前記給水路が閉で前記ハンドシャワーヘッド側と頭上シャワーヘッド側とが連通する状態
が切換え自在であることを特徴とする請求項１記載のシャワー浴装置。
【請求項７】
　入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルを設け、給水路の下流側を、流路切換弁を
介してシャワー側給水路と、入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルに給水するため
の噴霧側給水路とに分岐し、前記シャワー側給水路の下流側をシャワー切換弁を介して前
記ハンドシャワーヘッド側と前記頭上シャワーヘッド側とに分岐し、前記流路切換弁は、
前記給水路の上流側と前記噴霧側給水路を連通する状態、前記給水路の上流側と前記シャ
ワー側給水路を連通する状態、前記給水路を閉とする状態が切換え自在であり、前記シャ
ワー用切換弁は、前記ハンドシャワーヘッド側への給水と前記頭上シャワーヘッド側への
給水の切換えに加え、前記ハンドシャワーヘッド側及び前記頭上シャワーヘッド側のいず
れにも給水されない時に前記ハンドシャワーヘッド側と前記頭上シャワーヘッド側とが連
通するように切換え自在であることを特徴とする請求項１記載のシャワー浴装置。
【請求項８】
　前記座部の一側又は両側の上方位置にアームを設け、このアームに前記噴霧ノズルを設
けることを特徴とする請求項５乃至請求項７のいずれか一項に記載のシャワー浴装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャワー浴装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１には、シャワー浴装置本体と、入浴者が座るための座部と、手で掴んで移動
自在なハンドシャワーヘッドと、入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルとを備えた
シャワー装置を開示している。
【０００３】
　この特許文献１に示される従来例は、入浴者が座部に座った姿勢で、噴霧ノズルから湯
水を浴びたり、あるいは、入浴者が座部に座った姿勢で、片手でハンドシャワーヘッドを
持って身体にシャワー水を噴射してシャワー浴やシャワー水による身体洗浄を行う。
【０００４】
　また、特許文献２には、手で持って移動可能なハンドシャワーヘッドと、頭上シャワー
ヘッドとを備えた壁付け用のシャワー装置を開示している。
【０００５】
　この特許文献２に示されるシャワー装置は、壁に設置されるもので、使用者は、シャワ
ー装置の前に起立姿勢で、ハンドシャワーヘッドあるいは頭上シャワーヘッドを利用して
身体にシャワー水を噴射してシャワー浴、あるいは、シャワー水による身体洗浄を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＷＯ９７／３０６１９号公報
【特許文献２】特開平０５－１６８５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記特許文献１に示された従来例は、座部に座った姿勢で、身体や頭髪にシャワー水を
かけて汚れ、石鹸、シャンプー等を洗い流すことができるという特徴を有している。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に示された従来例は、例えば、頭髪をシャンプーしてシャワ
ーで洗い流す際、片手でハンドシャワーヘッドを持ってシャワー水を頭髪にかけながら、
他の片手で頭髪を洗うという動作をしなければならず、利便性が悪いという問題がある。
特に、高齢者や身体が不自由な人にとっては、ハンドシャワーヘッドを片手に持って頭髪
を洗ったり、身体を洗い流すという動作はきわめてし難いという問題がある。
【０００９】
　また、前記特許文献２に示された従来例は、シャワー装置の前に起立し、この起立姿勢
を維持したまま、シャワー浴、あるいは、シャワー水による身体洗浄を行う必要がある。
【００１０】
　このため、例えば、頭上シャワーヘッドから噴射するシャワー水を頭部を中心にして身
体中央にうまく当てるには、シャワー水を浴びながら、目に水が入らないように目を閉じ
たまま身体を動かし、頭部を頭上シャワーヘッドの真下に位置させる必要がある。
【００１１】
　また、起立したままシャワー水を浴びるため、姿勢が不安定となるという問題がある。
【００１２】
　特に、高齢者や身体が不自由な人にとっては、起立した姿勢を維持したまま、上記のよ
うなシャワー水を浴びる動作をするには負担が大きいという問題がある。
【００１３】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みて発明したもので、その目的とするところは、頭上
シャワーヘッドの真下において安定した姿勢で且つ両手をフリーにした状態で頭上からシ
ャワーを浴びることを可能とするシャワー装置を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明のシャワー装置は、シャワー浴装置本体と、入浴者が座るための座部と、前記座
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部に座った入浴者の頭部に上方からシャワー水を噴出するための頭上シャワーヘッドとを
有することを特徴とする。
【００１５】
　また、手で持って移動可能なハンドシャワーヘッドを備え、前記頭上シャワーヘッド側
への給水と前記ハンドシャワーヘッド側への給水とを切り換えるシャワー用切換弁を設け
ることが好ましい。
【００１６】
　また、前記シャワー用切換弁は、前記ハンドシャワーヘッド側への給水と前記頭上シャ
ワーヘッド側への給水の切換えに加え、前記ハンドシャワーヘッド側及び前記頭上シャワ
ーヘッド側のいずれにも給水されない時に前記ハンドシャワーヘッド側と頭上シャワーヘ
ッド側とが連通するように切換え自在であることが好ましい。
【００１７】
　また、前記座部が収納自在となり、前記座部を収納した状態で、頭上シャワーヘッドの
下方に入浴者が起立できるように前記座部の収納位置が定めてあることが好ましい。
【００１８】
　また、入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルを設けることが好ましい。
【００１９】
　また、入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルを設け、給水路の下流側を、流路切
換弁を介して前記ハンドシャワーヘッド側と、前記頭上シャワーヘッド側と、前記入浴者
に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルに給水するための噴霧側給水路とに分岐し、前記流
路切換弁で、前記給水路と前記噴霧側給水路を連通する状態、前記給水路と前記ハンドシ
ャワーヘッド側とが連通する状態、前記給水路と前記頭上シャワーヘッド側とが連通する
状態、前記給水路が閉で前記ハンドシャワーヘッド側と頭上シャワーヘッド側とが連通す
る状態が切換え自在であることが好ましい。
【００２０】
　また、入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルを設け、給水路の下流側を、流路切
換弁を介してシャワー側給水路と、入浴者に噴霧水を噴霧するための噴霧ノズルに給水す
るための噴霧側給水路とに分岐し、前記シャワー側給水路の下流側をシャワー切換弁を介
して前記ハンドシャワーヘッド側と前記頭上シャワーヘッド側とに分岐し、前記流路切換
弁は、前記給水路の上流側と前記噴霧側給水路を連通する状態、前記給水路の上流側と前
記シャワー側給水路を連通する状態、前記給水路を閉とする状態が切換え自在であり、前
記シャワー用切換弁は、前記ハンドシャワーヘッド側への給水と前記頭上シャワーヘッド
側への給水の切換えに加え、前記ハンドシャワーヘッド側及び前記頭上シャワーヘッド側
のいずれにも給水されない時に前記ハンドシャワーヘッド側と前記頭上シャワーヘッド側
とが連通するように切換え自在であることが好ましい。
【００２１】
　また、前記座部の一側又は両側の上方位置にアームを設け、このアームに前記噴霧ノズ
ルを設けることが好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、座部に座って頭上シャワーヘッドからシャワー水を浴びることで、安定した
座った姿勢で頭上方からシャワー水を浴びることができ、頭上方からシャワー水を浴びな
がら両手を使って頭髪や身体を洗い流すことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態を示し、（ａ）は正面図であり、（ｂ）は背もたれ部を外し
た状態の正面図である。
【図２】（ａ）は同上の側面図であり、（ｂ）は同上の平面図である。
【図３】同上の配管構成図である。
【図４】同上のシャワー用切換弁を閉にした状態を示す説明図である。
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【図５】同上のシャワー用切換弁を給水路の上流側とハンドシャワーヘッド側が連通する
ように切換えた状態を示す説明図である。
【図６】同上のシャワー用切換弁を給水路の上流側と頭上シャワーヘッド側が連通するよ
うに切換えた状態を示す説明図である。
【図７】同上の他の実施形態を示し、（ａ）は正面図であり、（ｂ）は背もたれ部を外し
た状態の正面図である。
【図８】（ａ）は同上の側面図であり、（ｂ）は同上の平面図である。
【図９】同上の配管構成図である。
【図１０】同上の流路切換弁を閉にした状態を示す説明図である。
【図１１】同上の流路切換弁を給水路の上流側と噴霧側給水路とが連通するように切換え
た状態を示す説明図である。
【図１２】同上の流路切換弁を給水路の上流側とハンドシャワー用流路が連通するように
切換えた状態を示す説明図である。
【図１３】同上の流路切換弁を給水路の上流側と頭上シャワー用流路が連通するように切
換えた状態を示す説明図である。
【図１４】同上の更に他の実施形態の配管構成図である。
【図１５】同上の流路切換弁を閉にした状態を示す説明図である。
【図１６】同上の流路切換弁を給水路の上流側と噴霧側給水路とが連通するように切換え
た状態を示す説明図である。
【図１７】同上の流路切換弁を給水路の上流側とハンドシャワーヘッド側が連通するよう
に切換えた状態を示す説明図である。
【図１８】同上の流路切換弁を給水路の上流側と頭上シャワーヘッド側が連通するように
切換えた状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１乃至図６に、シャワー浴装置１２の一実施形態を示す。
【００２５】
　シャワー浴装置１２は、シャワー浴装置本体１と、入浴者が座るための座部２と、座部
２に座った入浴者の頭部に上方からシャワー水を噴出するための頭上シャワーヘッド３と
を有する。
【００２６】
　シャワー浴装置本体１は、背もたれ部１３の背部にフレーム部１４を設けて構成してい
る。
【００２７】
　シャワー浴装置本体１は、フレーム部１４部分を浴室あるいはシャワー室の壁３２に任
意の固定手段で固定することで、浴室あるいはシャワー室の壁３２に沿って取付ける。
【００２８】
　フレーム部１４の下端部から左右一対の支持部２９を一体に垂設している。この支持部
２９の下端を浴室あるいはシャワー室の床３３に載設し、シャワー浴装置本体１にかかる
荷重を支持部２９でも支えるようになっている。
【００２９】
　背もたれ部１３は両側に前方に向けて上下方向の全長又はほぼ全長にわたって突条部１
５を突出していて、後方に窪んだ凹み状に形成してある。
【００３０】
　前記構成のシャワー浴装置本体１には座部２を設けている。本実施形態では、フレーム
部１４の下端部には座部２を回動自在に取付けている。
【００３１】
　座部２には、脚１６を設けている。本実施形態では、座部２の下面部の前部に脚１６を
折り畳み自在に取付けており、折り畳み自在なステー１７の両端部をそれぞれ脚１６の上
下方向の一部と座部２の下面部の後部とに回動自在に取付けている。
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【００３２】
　座部２は、回動して図２（ａ）に示すように背もたれ部１３から前方に向けて直角に突
出することができる。この場合、脚１６を座部２に対して直角となるように回動して脚１
６を床３３に接地し、更に、ステー１７を展延することで、座部２を背もたれ部１３の下
端部から前方に突出した状態を保持する。この状態で、利用者は座部２に座ることができ
る。
【００３３】
　一方、ステー１７を折り畳み、脚１６を逆に回動して脚１６を座部２の裏面に沿わせ、
この状態で座部２を逆に回動することで、座部２を略垂直な姿勢にすることができる。座
部２を略垂直な姿勢にした場合、座部２は左右の支持部２９間に収納される。この場合、
座部２が背もたれ部１３よりも前方に突出しないように構成してあり、座部２に邪魔され
ることなく利用者が背もたれ部１３に沿って背もたれ部１３の前方に起立することができ
る。
【００３４】
　シャワー浴装置本体１は湯水混合装置１８と、湯水混合装置１８に連通接続する給水路
８を備えている。本実施形態では、図１（ｂ）に示すように、湯水混合装置１８とシャワ
ー用切換弁５との間に給水路８を構成する給水管を取付けている。また、湯水混合装置１
８には水供給管１９、湯供給管２０を接続している。
【００３５】
　湯水混合装置１８には湯温調整部２１を設けており、湯温調整部２１を操作することで
水と湯の混合割合を調整して給水路８側に流れる湯温を調整する。
【００３６】
　湯温調整部２１は、背もたれ部１３の側部に設けた突条部１５の前面下部に露出して設
けている。
【００３７】
　この給水路８にはシャワー用切換弁５を設けており、シャワー用切換弁５より下流を頭
上シャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２４とに分岐している。
【００３８】
　頭上シャワー用流路２３の下流側端部には頭上シャワーヘッド３を設けており、ハンド
シャワー用流路２４の下流側端部にはハンドシャワーヘッド４を設けている。
【００３９】
　ここで、頭上シャワー用流路２３は、剛性を有する管により形成している。本実施形態
において頭上シャワー用流路２３は、シャワー浴装置本体１の背面又は側面に沿ってシャ
ワー浴装置本体１の上方に突出する縦管部２５と、縦管部２５の先端から前方に突出する
前管部２７とで構成している。
【００４０】
　前管部２７はシャワー浴装置本体１の左右方向の中間位置に位置し、その先端部は斜め
前下方に向けて下り傾斜しており、最先端に頭上シャワーヘッド３を設けている。この頭
上シャワーヘッド３の位置は、座部２に座った利用者の頭部に上方からシャワー水を噴出
するような位置となっている。また、頭上シャワーヘッド３の高さ位置は、座部２を非突
出状態として収納位置に収納した状態で、背もたれ部１３の前方に立った利用者の頭上に
上方からシャワー水を噴出することができるような高さ位置となっている。
【００４１】
　ハンドシャワー用流路２４はフレキシブルホースにより形成しており、フレキシブルホ
ースの先端部に取付けたハンドシャワーヘッド４を手で持って自由にハンドシャワーヘッ
ド４を移動可能としている。
【００４２】
　背もたれ部１３の側部に設けた突条部１５の前面下部に、ハンドシャワーヘッド保持部
２８を設けており、このハンドシャワーヘッド保持部２８にハンドシャワーヘッド４を着
脱自在に保持するようになっている。
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【００４３】
　ここで、本実施形態では、図１（ａ）に示すように、背もたれ部１３の両側部の突条部
１５のうち、一方の突条部１５に湯温調整部２１を設け、他方の突条部１５にハンドシャ
ワーヘッド保持部２８を設けている。もちろん、湯温調整部２１を設けた突条部１５側に
ハンドシャワーヘッド保持部２８を設けてもよい。
【００４４】
　また、シャワー用切換弁５には弁操作部２６を設けており、この弁操作部２６は突条部
１５に湯温調整部２１と並べて設けている。
【００４５】
　このシャワー用切換弁５は、頭上シャワーヘッド３側への給水とハンドシャワーヘッド
４側への給水とを切り換える流路切換え機能を基本機能として備えている。
【００４６】
　本実施形態においてシャワー用切換弁５は、この流路切換えの基本機能に加え、他の流
路切換え機能も備えている。
【００４７】
　つまり、シャワー用切換弁５は、頭上シャワー用流路２３への給水とハンドシャワー用
流路２４への給水の切換えに加え、頭上シャワー用流路２３及びハンドシャワー用流路２
４のいずれにも給水されない場合は頭上シャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２４
が連通するように切換えられる。
【００４８】
　次に、前記構成のシャワー浴装置１２を利用してシャワー浴を行うことにつき説明する
。
【００４９】
　まず、図２（ａ）に示すように座部２を前方に突出させ、利用者が座れる状態にする。
この状態で、利用者は座部２に座り、シャワー用切換弁５の弁操作部２６を操作して頭上
シャワーヘッド３を用いた頭上シャワー浴、又は、ハンドシャワーヘッド４を手に持って
行うハンドシャワー浴を選択する。
【００５０】
　シャワー用切換弁５の弁操作部２６を操作して図６に示す実線矢印のように、頭上シャ
ワー用流路２３に給水すると、座部２に座っている利用者の頭部を中心に身体全体に頭上
シャワーヘッド３からシャワー水が噴出する。
【００５１】
　この場合、頭上シャワーヘッド３が座部２の上方に位置しており、利用者が座部２に座
ることで、頭上シャワーヘッド３から噴出するシャワー水が利用者の頭部を中心にかかる
位置となるように、座部２と頭上シャワーヘッド３との相互の位置関係を規定している。
【００５２】
　したがって、利用者は座部２に座ってリラックスするだけでなく安定した姿勢で、頭部
を中心に身体全体に上方からシャワー水を浴びることができる。また、頭髪をシャンプー
で洗浄して洗い流す場合、座部２に座った安定した姿勢で頭上方からシャワー水を浴びる
ので、シャンプーが目に入らないように目を閉じて洗浄操作をしても利用者の姿勢が不安
定とならず、確実に頭部にシャワー水を浴びることができる。また、座部２に座った状態
で背もたれ部１３に背中を持たれかけることも可能であり、この点でもシャワー浴をする
際の利用者の姿勢を安定させることができ、また、利用者はよりリラックスしてシャワー
浴ができる。
【００５３】
　また、前記のように座部２に座って安定した姿勢で頭上方からシャワーを浴びることが
できることに加え、両手がフリーとなるので、両手を使って頭髪や身体の汚れ、シャンプ
ー、石鹸等を洗い流す洗浄動作ができ、シャワー水を浴びながらの洗浄動作がし易くなる
。
【００５４】
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　このように座部２に座ることで身体を安定姿勢に保って両手をフリーにした状態でシャ
ワーを頭上方から浴びることができるので、高齢者や身体が不自由な人にとっては、従来
のシャワー浴装置では得られない優れた利便性がある。
【００５５】
　一方、利用者が座部２に座ってシャワー用切換弁５の操作部を操作して図５の実線矢印
に示すように、ハンドシャワーヘッド４側に給水するように切り換えると、ハンドシャワ
ーヘッド４からシャワー水が噴出する。座部２に座った利用者は、ハンドシャワーヘッド
４を手で持って身体の任意の箇所にシャワー水を噴射して汚れ、シャンプー、石鹸等を洗
い流す洗浄動作ができる。
【００５６】
　このハンドシャワーヘッド４を手に持って身体の任意の箇所にシャワー水を噴射する際
も、利用者は座部２に座り姿勢が安定しているので、ハンドシャワーヘッド４を手に持っ
ての洗浄動作がし易く、特に、高齢者や身体が不自由な人にとって利便性が向上する。
【００５７】
　シャワー水を浴びるシャワー浴を止める場合は、シャワー用切換弁５を操作して図４に
示すように、ハンドシャワーヘッド４側への給水、頭上シャワーヘッド３側への給水を停
止する。
【００５８】
　このように、シャワー用切換弁５を切り換えてハンドシャワーヘッド４側及び頭上シャ
ワーヘッド３側のいずれにも給水を停止した場合、頭上シャワー用流路２３とハンドシャ
ワー用流路２４が連通するように切換えられる。
【００５９】
　したがって、図４の一点鎖線の矢印に示すように、頭上シャワーヘッド３、頭上シャワ
ー用流路２３内に残っている湯水を、シャワー用切換弁５を介してハンドシャワー用流路
２４側に流れ、ハンドシャワーヘッド４から排水することができる。この場合、ハンドシ
ャワー用流路２４をシャワー用切換弁５より下に位置させ、ハンドシャワーヘッド４をハ
ンドシャワー用流路２４の最下端となるように位置させることで、確実に排水できる。
【００６０】
　これにより、次回、頭上シャワーヘッド３からシャワー水を噴出する場合、頭上シャワ
ーヘッド３、頭上シャワー用流路２３に残った冷たい残水をいきなり頭部に浴びるという
おそれがなく、快適に頭上シャワーヘッド３から頭部にシャワー水を浴びることができる
。
【００６１】
　本実施形態のシャワー浴装置１２は座部２に座ることなく、利用者が床３３に立った姿
勢でシャワー水を浴びることもできる。
【００６２】
　この場合、座部２を倒して収納位置に収納し、背もたれ部１３の前方に立ってシャワー
水を浴びるという使用形態選択することもできる。つまり、前記と同様にシャワー用切換
弁５の操作部を操作して、起立姿勢で、頭上シャワーヘッド３からシャワー水を噴出して
シャワーを浴びたり、あるいは、シャワー用切換弁５を切り換えてハンドシャワーヘッド
４からシャワー水を噴出してシャワー水を浴びることができる。
【００６３】
　また、座部２を倒して収納することで、浴室内やシャワー室内を広く利用できる。
【００６４】
　次に、図７乃至図１３に基づいてシャワー浴装置１２の他の実施形態を説明する。
【００６５】
　本実施形態は、前述の実施形態と基本的構成は同じであるが、シャワー浴装置１２に更
に身体に対して温水噴霧を行うための噴霧ノズル６を設けた構成が前述の実施形態と異な
る。
【００６６】
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　したがって、以下の説明において前述の実施形態と同じ構成について重複する説明は省
略する。
【００６７】
　本実施形態では、図７（ａ）、図９に示すように、噴霧ノズル６として、シャワー浴装
置本体１の左右両側の上部に取付けたアーム１１に設けたアーム側噴霧ノズル３０と、背
もたれ部１３に設けた背中側噴霧ノズル３１とを有している。
【００６８】
　アーム１１は、フレーム部１４の左右両側の上端部にそれぞれ回動自在に取付けており
、アーム側噴霧ノズル３０はアーム１１の長手方向の複数個所に設けている。
【００６９】
　図９には、本実施形態の配管構成図を示しており、湯水混合装置１８の下流側において
給水路８にシャワー用切換弁５を兼用する流路切換弁７を設けている。つまり、給水路８
が、シャワー用切換弁５を兼用する流路切換弁７を介して頭上シャワー用流路２３と、ハ
ンドシャワー用流路２４と、噴霧側給水路９に分岐している。
【００７０】
　頭上シャワー用流路２３の下流端に頭上シャワーヘッド３を設け、ハンドシャワー用流
路２４の下流端にハンドシャワーヘッド４を設け、噴霧側給水路９の下流端にアーム側噴
霧ノズル３０、背中側噴霧ノズル３１を設けている。
【００７１】
　流路切換弁７を操作する弁操作部２２は、図７（ａ）に示すように、背もたれ部１３の
突条部１５に湯温調整部２１と並べて設けている。
【００７２】
　図１０は流路切換弁７の閉状態を示し、この流路切換弁７の状態（つまり、弁操作部２
２が閉位置に位置する状態）では、給水路８の上流側が、頭上シャワー用流路２３、ハン
ドシャワー用流路２４、噴霧側給水路９、のいずれとも連通しない。この場合、少なくと
も頭上シャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２４は連通状態となる。この場合、頭
上シャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２４と噴霧側給水路９が連通状態となるよ
うに構成してもよい。
【００７３】
　弁操作部２２を上記閉位置から一方向に所定角度回動すると、図１１に示すように、流
路切換弁７が給水路８の上流側と噴霧側給水路９が連通するように切換わり、実線矢印の
ように給水される。この場合、頭上シャワー用流路２３及びハンドシャワー用流路２４は
いずれも給水路８の上流側と連通しないが、頭上シャワー用流路２３とハンドシャワー用
流路２４は連通状態、非連通状態のいずれでもよい。
【００７４】
　一方、弁操作部２２を閉位置から他方向に所定角度回動すると、図１２に示すように、
流路切換弁７が給水路８の上流側とハンドシャワー用流路２４とが連通する状態に切換わ
る。この場合、頭上シャワー用流路２３及び噴霧側給水路９はいずれも給水路８の上流側
と連通しない。
【００７５】
　給水路８の上流側とハンドシャワー用流路２４とが連通する状態から更に弁操作部２２
を他方向に所定角度回動すると、図１３に示すように、流路切換弁７が給水路８の上流側
と頭上シャワー用流路２３が連通する状態に切換わり、実線矢印のように給水される。こ
の場合、ハンドシャワー用流路２４及び噴霧側給水路９はいずれも給水路８の上流側と連
通しない。
【００７６】
　本実施形態のシャワー浴装置１２は、座部２に座って、弁操作部２２を操作することで
、頭上シャワーヘッド３からシャワー水を噴出させるシャワー浴、ハンドシャワーヘッド
４からシャワー水を噴出させるシャワー浴、噴霧ノズル６から温水噴霧を噴出して身体の
温水噴霧浴を選択することができる。
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【００７７】
　座部２に座ってシャワー水を浴びることについての作用効果は前述の実施形態と同様な
ので、説明は省略する。
【００７８】
　本実施形態では、座部２に座って噴霧ノズル６から温水噴霧を浴びることができるので
、リラックスした状態で温水噴霧浴ができる。
【００７９】
　この場合、座部２に座った利用者は、前方に突出させたアーム１１に設けたアーム側噴
霧ノズル３０から噴霧する温水噴霧を前半身に浴びることができる。
【００８０】
　更に、背もたれ部１３に設けた背中側噴霧ノズル３１から噴霧される温水噴霧を背中に
浴びることができる。
【００８１】
　背中側噴霧ノズル３１は背もたれ部１３に利用者が背中を凭れた場合、身体により背中
側噴霧ノズル３１が塞がれない位置に設ける。更に、背もたれ部１３の表面の一部を凹ま
せてこの凹み部分の奥底部分に背中側噴霧ノズル３１を臨ませるようにしてもよい。
【００８２】
　なお、温水噴霧浴をしない場合は、アーム１１を回動して背もたれ部１３の両側方に起
立状態で収納することでアーム１１が邪魔にならないようにする。
【００８３】
　本実施形態では図１０のように、弁操作部２２を操作して流路切換弁７の閉位置に切換
えると、頭上シャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２４が連通する状態、又は、頭
上シャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２４と噴霧側給水路９とが連通する状態に
なる。
【００８４】
　したがって、頭上シャワーヘッド３、頭上シャワー用流路２３内に残っている残水、又
は、頭上シャワーヘッド３、頭上シャワー用流路２３、噴霧ノズル６、噴霧側給水路９に
残っている残水が、一点鎖線で示す矢印のように、シャワー用切換弁５を兼用する流路切
換弁７を介してハンドシャワー用流路２４側に流れ、ハンドシャワーヘッド４から排水さ
れる。
【００８５】
　次に、図１４乃至図１８に基づいて更に他の実施形態を説明する。
【００８６】
　前述の図７乃至図１３に示す本実施形態は、流路切換弁７がシャワー用切換弁５を兼用
している例であるが、本実施形態は、流路切換弁７とシャワー用切換弁５が別々の弁の例
である。
【００８７】
　図１４には、本実施形態の配管構成図を示しており、湯水混合装置１８の下流側におい
て給水路８に流路切換弁７を設け、この流路切換弁７を介して給水路８の下流側をシャワ
ー側給水路１０と、噴霧側給水路９とに分岐している。
【００８８】
　シャワー側給水路１０にはシャワー用切換弁５を設けており、シャワー用切換弁５を介
してシャワー側給水路１０の下流側を頭上シャワー用流路２３と、ハンドシャワー用流路
２４に分岐している。
【００８９】
　また、噴霧側給水路９にはアーム側噴霧ノズル３０、背中側噴霧ノズル３１を設けてい
る。
【００９０】
　流路切換弁７は、給水路８の上流側と噴霧側給水路９を連通する状態、給水路８の上流
側とシャワー側給水路１０を連通する状態、給水路８を閉とする状態が切換え自在となっ
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ている。
【００９１】
　また、シャワー用切換弁５は、前述の実施形態と同様、ハンドシャワーヘッド４側への
給水と頭上シャワーヘッド３側への給水の切換えに加え、ハンドシャワーヘッド４側及び
頭上シャワーヘッド３側のいずれにも給水されない時にハンドシャワーヘッド４側と頭上
シャワーヘッド３側とが連通するように切換えられように構成している。
【００９２】
　流路切換弁７、シャワー用切換弁５にはそれぞれ弁操作部２２が設けてある。流路切換
弁７の弁操作部とシャワー用切換弁５の弁操作部が共通の弁操作部２２であってもよいが
、それぞれ別々の弁操作部であってもよい。
【００９３】
　共通の弁操作部２２で、別々の流路切換弁７と、シャワー用切換弁５とを操作する場合
を例として以下説明する。
【００９４】
　弁操作部２２は以下の切換え操作ができるようになっている。
【００９５】
　弁操作部２２を操作して、給水路８の上流側が、噴霧側給水路９及びシャワー側給水路
１０と連通しない流路切換弁７を閉とするように流路切換弁を切換える（図１５の状態）
。この場合、シャワー用切換弁５は、頭上シャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２
４を連通状態にする。なお、この場合、図１５に示す実施形態では、流路切換弁７が噴霧
側給水路９とシャワー側給水路１０を連通する状態となり、噴霧側給水路９がシャワー用
切換弁５を介してハンドシャワー用流路２４と連通する状態となるように構成している。
【００９６】
　弁操作部２２を操作して、図１６のように、給水路８の上流側が噴霧側給水路９に連通
するように流路切換弁７を切換えて、実線で示す矢印のように給水する。この場合、給水
路８の上流側とシャワー側給水路１０は連通せず、また、シャワー用切換弁５は、頭上シ
ャワー用流路２３とハンドシャワー用流路２４を連通状態にする。
【００９７】
　弁操作部２２を操作して、図１７のように、給水路８の上流側からハンドシャワーヘッ
ド４側に給水するように流路切換弁７、シャワー用切換弁５を切換え、実線矢印のように
給水する。この場合、噴霧側給水路９、頭上シャワー用流路２３には給水されない。
【００９８】
　弁操作部２２を操作して、図１８の実線で示す矢印のように、給水路８の上流側から頭
上シャワー用流路２３に給水するように流路切換弁７、シャワー用切換弁５を切換える。
この場合、噴霧側給水路９、ハンドシャワー用流路２４には給水されない。
【００９９】
　本実施形態のシャワー浴装置１２は、座部２に座って、弁操作部２２を操作することで
、頭上シャワーヘッド３からシャワー水を噴出させるシャワー浴、ハンドシャワーヘッド
４からシャワー水を噴出させるシャワー浴、噴霧ノズル６から温水噴霧を噴出して身体の
温水噴霧浴を選択することができる。
【０１００】
　本実施形態においては、図１５、図１６の状態においては、頭上シャワー用流路２３及
びハンドシャワー用流路２４に給水されず、且つ、頭上シャワー用流路２３とハンドシャ
ワー用流路２４を連通状態となるので、頭上シャワーヘッド３、頭上シャワー用流路２３
内に残っている残水、又は、頭上シャワーヘッド３、頭上シャワー用流路２３、噴霧ノズ
ル６、噴霧側給水路９に残っている残水が、一点鎖線で示す矢印のように、シャワー用切
換弁５を介してハンドシャワー用流路２４側に流れ、ハンドシャワーヘッド４から排水さ
れる。
【０１０１】
　なお、前述の各実施形態においては、シャワー浴装置本体１に座部２を移動して（実施
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形態では回動して）収納自在とした例を示したが、座部２がシャワー浴装置本体１に対し
固定したものであってもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　シャワー浴装置本体
　２　座部
　３　頭上シャワーヘッド
　４　ハンドシャワーヘッド
　５　シャワー用切換弁
　６　噴霧ノズル
　７　流路切換弁
　８　給水路
　９　噴霧側給水路
　１０　シャワー側給水路
　１１　アーム
 
 

【図１】 【図２】



(13) JP 2012-170596 A 2012.9.10

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 2012-170596 A 2012.9.10

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(15) JP 2012-170596 A 2012.9.10

【図１６】 【図１７】

【図１８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

